
個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 外部委託検査管理 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 外部委託検査の依頼及び検査結果の管理、保存 
記録項目 氏名、性別、生年月日等 
記録範囲 患者、検診受診者など 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 含まない 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 各種診断書の管理 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 各種診断書控えの管理 
記録項目 氏名、性別、生年月日等、住所、電話番号、本籍・国籍、運

動能力、家族状況、病歴、健康診断等の結果 
記録範囲 患者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 要配慮個人情報を含む 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 診療情報提供 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 診療情報の公開請求事務 
記録項目 氏名、住所、電話番号、その他生活状況（診療報酬明細書） 
記録範囲 診療情報公開請求者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 含まない 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 経理・収入 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 債務者の特定（入金伝票の保存） 
記録項目 氏名、取引状況、公的扶助 
記録範囲 患者様、職員、取引業者等債務者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 含まない 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 経理・支出 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 債権者名、口座、支払額の特定（総勘定元帳、支払伝票、請
求書外） 

記録項目 氏名、住所、印影、取引状況、公的扶助、口座番号等 
記録範囲 取引業者、職員、患者様等債権者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 含まない 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 カルテの作成（外来） 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 カルテ１号用紙（表紙）及び処方箋の作成 
記録項目 氏名、性別、生年月日等、住所、電話番号、職業・職歴、公

的扶助、家族状況、病歴、心身機能の障害、健康診断等の結
果 

記録範囲 外来受診患者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 要配慮個人情報を含む 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 医事会計 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 診療費計算事務、診療報酬請求事務、診療費計算書兼納付書
作成、レセプト作成 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、住所、電話番号、公的扶助、家族
状況、その他生活状況（未集金額）、病歴、心身機能の障害、
健康診断等の結果 

記録範囲 患者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 要配慮個人情報を含む 
記録情報の経常的提供先 実施機関内（愛媛県国⺠健康保険団体連合会・社会保険診療

報酬支払基金） 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 地域医療連携 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 地域に密着したより安全で良質な医療を提供するために必要
な診療情報の発信収集及び患者の紹介に関する事務・診療情
報提供書控えの管理 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、住所、電話番号、職業・職歴、公
的扶助、運動能力、家族状況、病歴、心身機能の障害、健康
診断等の結果 

記録範囲 患者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 要配慮個人情報を含む 
記録情報の経常的提供先 その他（紹介状を送付する他の医療機関） 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 健康診断事務 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 各種健康診断の受付・各種健康診断の実施・各種健康診断の
健診カルテの管理・各種健康診断の受診費用計算事務及び請
求事務 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、住所、電話番号、職業・職歴、運
動能力、病歴、心身機能の障害、健康診断等の結果 

記録範囲 健康診断受診者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 要配慮個人情報を含む 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 



個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿 薬剤情報システム 
実施機関 大洲市 
個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称 

河辺支所 河辺診療所 河辺診療所 

個人情報ファイルの利用目的 患者様が服用されているお薬の名称、規格、用法、用量、効
能・効果、相互作用、主な注意すべき副作用、併用禁忌、注
意すべき食物についての説明、及びより安全に、より効果的
に服用するための説明に使用 

記録項目 氏名、性別 
記録範囲 医師が処方した患者 
記録情報の収集方法 本人の申告 
要配慮個人情報 含まない 
記録情報の経常的提供先 該当なし 
開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地 

大洲市総合政策部企画情報課 
愛媛県大洲市大洲 690 番地の 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第 2 項第 1 号（電算処理ファイル） 
政令第 21 条第 7 項（紙・データ重複
ファイル）の有無 

なし 

行政機関等匿名加工情報の提案募集を
する個人情報ファイルである旨 

募集しない 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地 

− 

行政機関等匿名加工情報の概要 − 
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地 

− 

作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間  

− 

 


